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令和８年度行政執行方針 

羅臼町長  湊 屋   稔 

 

１．はじめに 

 

 令和８年 第１回羅臼町定例会の開催に際し、令和８年度予算案

及びその他の諸議案のご審議をお願いするにあたり、町政を執行す

る所信の一端を述べ、議員各位並びに町民皆様に対し、更なるご理解

とご協力をお願い申し上げるものであります。 

 

 令和７年度は、知床が世界自然遺産に登録され２０年目の節目に

あたる年でありました。 

思い起こせば、２０年前ここ知床は世界に類を見ない太古の自然

と生態系が残っており、その大自然こそ後世に残していくものとさ

れました。 

羅臼町は、これまでの長い歴史の中で先人たちは資源保護と増大

のために様々な経験と技術と努力を重ね、自然の恵みや恩恵を受け、

漁業を中心としたまちづくりを進め、繁栄してまいりました。 
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 しかしながら、ここ数年は私たちの自然保護や資源管理が追い付

かないほどの環境変化に見舞われ、世界的な温暖化による海水温の

上昇に伴う魚種の変換や資源の枯渇が進み、今や羅臼町の漁業が過

去最大の危機に直面していると言っても過言ではありません。 

 基幹産業である漁業のこれ以上の衰退は、様々な分野に打撃を与

え、人手不足や人口減少、更にはこれからの町政運営にも大きな影響

を及ぼすことになります。 

 

 私自身も現在の状況は、これまでになく危惧しており、深く考える

時、恐怖すら覚えることもあります。 とは言え、これまでも羅臼町

の皆様は、幾多の逆境にも経験と英知を結集し、知床羅臼の魂を発揮

し、乗り越えてまいりました。 

 

 令和８年度は、羅臼町のあらゆる業態が繋がりあう「共創」をテー

マに漁業・水産業のみならず、経済界、観光業界そして町民の皆様と

の未来ある対話を基盤とした透明性と実効性のある組織を作り、持

続可能な羅臼町を目指してまいります。 
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 今年は、私に与えられた任期４年間の最終年度になります。 

現役世代の私たちは、次代を担う若者や子ども達に夢ある町を残

していく責務があります。 

 町民一人ひとりが「羅臼町に生まれて良かった。羅臼町に住んで良

かった。」と誇ることのできる町を目指し、職員とともに不退転の決

意で、まちづくりに挑んでいくことをお約束致します。 
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２．まちづくりの基本姿勢 

 

 まちづくりの基本姿勢につきましては、先ほどお話しした羅臼町

を根本から揺るがしかねない状況を打破するため基幹産業の再生に

向け、実効性のある組織を立ち上げ真剣に将来の水産業について議

論していくことが必須であると思います。 

まだ間に合います。魚の城下町を取り戻しましょう。 

 

 各分野での人手不足や人材の確保は、本当に厳しい状況にありま

す。 これまで、羅臼町職員確保のために行ってきた様々なリクルー

ト活動が、少しずつですが、攻略法が見受けられるようになってきま

したので、今後は、それぞれの業界とともにオール羅臼での取り組み

に移行していきます。 

羅臼町に興味を持っている相手方にも選択肢が増えることにつな

がり、移住定住事業とも連携していけるものと考えます。 

一方で、羅臼町に魅力的な仕事や起業のチャンスが無ければいけ

ませんので、令和７年度より行っております新規起業や新分野に進

出する個人や事業者への支援の更なる充実を検討し、町内外からの
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移住促進を進め町内の活性化を目指してまいります。 

移住定住の決断をするうえで、重要な住環境の整備や子育て支援、

医療・福祉の充実についても引き続き、しっかりと行ってまいります。 

 

 町民が安心して暮らせるよう防災減災対策についてもヒグマなど

の鳥獣対策とともに安全安心な生活環境の構築に努めてまいります。 

 

 ２年間行ってまいりました地域公共交通の実証実験は、積み重ね

たデータや利用者からのご意見をもとに本格的な運行を目指してま

いります。 

地域公共交通は今後、観光面での利用ともリンクしていくものと

思いますので専門家の意見も取り入れ進めてまいります。 

 

 令和７年度に世界水準の観光地域づくり計画の予算を可決頂いて

おり、計画の方向性が示されてきておりますので、未来の羅臼町の姿

をできる限りイメージしやすくわかりやすいものをなるべく早期に

ご提案させて頂きます。 

 また、羅臼漁港を中心とした「海業」の推進とも並行してでき得る
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所から形にしていきたいと考えております。 

その中には、議会よりご要望のありましたトイレ設置の問題につ

いても重要課題として検討してまいります。 

 

 一校一園化に伴い空き施設となります春松小学校・幼稚園の活用

につきましては、十分な意見の集約ののち、令和８年度のなるべく早

い時期に方向性を示したうえ決定したいと思っております。 

 そのうえで、春松小学校・幼稚園の利用と道の駅周辺の再開発がと

もにそれぞれの地区がにぎわいの中心拠点となることを目指してま

いります。 

 

 このあと、まちづくりの基本方向を述べさせて頂きますが、基幹産

業である漁業への対策や商工業、観光業、医療・福祉・行政が行う様々

なサービスや取り組みは、社会情勢をみても非常に厳しい状況にあ

りますが、令和８年度は、未来ある羅臼町のためにこの難局を乗り越

えるためのスタートの年になることを願っております。 
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３．まちづくりの基本方向 

 

（１）地域資源を活かした活力ある産業のまちを目指します 

      

    

  

 

はじめに、「地域資源を活かした活力ある産業のまち」についてで

あります。 

 

羅臼町の基幹産業である漁業につきましては、多くの魚種で水揚

げが昨年度を下回り、特に主要魚種である秋サケにおいては、かつて

経験したことがないほどの不漁に見舞われ、この状況があと数年続

けば、多くの事業者が操業を継続できない事態となることも想定さ

れております。 

更には、漁業不振は温暖化による海水温の上昇が主な要因で近年

はフグが豊漁となるなど魚種変換が進んでおりますが、製品化に向
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けた生産設備が整備されていないため、収入増にはうまく繋げられ

ておりません。 

現在、羅臼町が置かれている状況は、水産業のみならず全産業を覆

いつくすほどの危機的な不況の中にあります。 

この未曽有の難局を乗り越えるため、主要経済団体が一丸となり、

各業界で持つ情報を一極に集中させ、付加価値向上のための取り組

みを積極的に進めてまいります。 

また、漁業生産活動の拠点となります漁港整備につきましても、

「海業」の推進地区に認定されておりますので、羅臼漁港を中心に、

大型クルーズ船の着岸を可能とする防波堤の強化や懸案事項であっ

たトイレの問題や観光利用との両立を含めた多目的漁港を目指すた

めの未来創造図を作成致します。 

 

漁業者が安心して操業をするために訴えてきました「知床半島携

帯電話不感地域解消」に向けた対応につきましては、漁業者の他に、

観光船や釣り船等、携帯電話不感地帯で操業する事業者全体に衛星

通信サービス「スターリンクミニ」を搭載し、１年を掛けて有効性に

ついての実証実験を行うこととしております。  
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 農業につきましては、１０年後の経営や地域の集約化等を目的に

策定された「地域計画」を基に、安定経営に努めるとともに、将来的

に心配される後継者不足解消に向けて、北海道や農業協同組合と連

携し、新規就農希望者の受入体制の強化を目指してまいります。 

 

観光につきましては、世界自然遺産・知床を有する観光地として、

国内外からの来訪者が年々増加しておりますが、一方で、宿泊施設や

飲食店、ガイド等の人材不足など、外国人を含めた観光客の受入体制

の充実が重要な課題となっております。 

このため、専門的知識を有した地域活性化企業人や地域おこし協

力隊の活用など、必要な人材確保や観光拠点における受入環境の整

備を進め、来訪される観光客が安全・安心に滞在できる体制づくりに

取り組むとともに、地域資源を生かした観光の充実や地場産品の魅

力について、ＳＮＳやデジタルサイネージ等を通じて発信すること

で観光消費の拡大を図り、地域内での経済循環を促進することで、地

域経済の活性化につなげてまいります。 

また、道の駅周辺を含む市街地区の活性化に向け、これまで「未来
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創造会議」にて議論してきた内容を踏まえ、令和７年度に公募型プロ

ポーザルを実施し、４社の共同事業体をパートナー事業者として選

定しています。 

今後、まちづくり会社等の設立と、道の駅周辺の再開発、空き番屋

の観光活用、アクティビティの提供、二次交通提供等の実現を目指し、

引き続き、官民連携による事業を進めて行くとともに、計画がまとま

った段階でお示ししてまいります。 

 

 商工業につきましては、町内の事業者数が減少傾向にあり、特に小

規模事業者では、経営者の高齢化が顕著で後継者を確保できないま

ま廃業を選択せざるを得ないケースが増えております。 

また、若年層の町外流出が続く中で、起業の担い手そのものが限ら

れており、資金面の不安などから起業に踏み留まるなど、事業者の減

少を補うほどの新規起業が生まれていないことも大きな要因と考え

られることから、新規起業や新分野への進出に挑戦する事業者を後

押しするため、引き続き、羅臼町起業支援補助金の活用を推進すると

ともに、商工会や金融機関などの関係機関と連携を図り、起業を検討

されている事業者等の情報を共有しながら、個々のケースに合わせ
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た支援を一体的に行うなど、きめ細やかな支援を進め、地域経済の活

性化と雇用の創出につなげてまいります。 

 

ふるさと納税の返礼品の大部分は、当町の水産物が占めているこ

とから、その多くが水揚げ量に大きく左右される構造となっており、

結果としてふるさと納税全体の寄附額も影響を受けやすい状況にあ

ります。 

そういった中、安定的な寄附額の確保を図るため、返礼品の高付加

価値化や水揚げに左右されない体験型返礼品の開発等を進めるとと

もに、参加事業者向け説明会や個別支援を通じて参画事業者の拡大

を図ってまいります。 

併せて、ふるさと納税ポータルサイトやＳＮＳを活用し、返礼品の

魅力や活用方法など写真や動画により分かりやすく情報発信を行う

ことで、認知度の向上を図り、寄附者の満足度向上とリピーターの確

保に取り組んでまいります。 

 

 人口減少と人手不足は、当町において産業の持続性や地域経済、更

には住民サービスの維持にも直結する、避けて通ることのできない
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重要な課題となっております。 

特に生産年齢人口の減少は、基幹産業をはじめとする各分野にお

いて深刻な影響を及ぼしており、従来の取り組みだけでは対応が厳

しい状況にあります。 

このため、移住・定住の促進や関係人口の創出に加え、地域おこし

協力隊等の外部人材の活用、雇用環境や働き方の改善、中でも季節性

の高い産業構造を踏まえ、複数産業を横断した就労機会の創出や事

業者と求職者を結ぶマッチングの仕組みについて検討を進め、通年

雇用の確保に向けた可能性を探ってまいります。 

また、漁業・水産加工業をはじめとする基幹産業や関連分野におけ

る人材確保の一環として、外国人労働者の受け入れが急速に進んで

おりますので外国人労働者が充実した生活を送られるよう地域交流

などの取り組みを進めてまいります。 
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（２）一人ひとりが心穏やかに過ごせるまちを目指します 

      

  

    

 

次に、「一人ひとりが心穏やかに過ごせるまち」についてでありま

す。 

 

町民の健康寿命の延伸のためには、医療機関とも連携し、疾病の予

防から重症化予防、そして健康づくりまで一貫した取り組みが重要

です。今後も生活習慣の改善を柱としたきめ細かな保健事業を展開

し、特に町の健康課題である高血圧症対策に向けた取り組みを重点

的に推進してまいります。 

 

物価高騰、慢性的な人材不足により、医療職・介護職現場は、厳し

い運営を強いられております。これらの課題解決に向けて、修学資金
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助成金や補助金等の各種制度を継続するとともに、引き続き、「羅臼

町介護人材確保・離職防止支援事業補助金」を有効に活用して頂き、

各事業所に対して、運営基盤を安定させ経営危機に陥らないために

継続的な支援及び緊密な連携を図ってまいります。 

 

国民健康保険、後期高齢者医療保険の安定した運営を図るために

は町民皆様が健康でいることが重要であり、そのためには定期的な

健康診断により自分自身の健康管理をしっかりと行って頂くことが

大切ですので健診受診率の向上につながるよう積極的な受診勧奨に

努めるとともに、診療所や健診機関とも連携し重症化予防対策を実

施するなど、医療費の適正化が図られるよう引き続き、取り組んでま

いります。 

 

知床らうす国民健康保険診療所につきましては、社会福祉医療法

人 孝仁会への指定管理による運営をお願いしてから１５年目を迎

え、本年度が３期目の最終年度となります。 

この間の安定した地域医療にご尽力頂いていることに心から感謝

を申し上げるとともに、今後も引き続き、救急医療体制及び入院病床
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１４床の確保など、羅臼町の医療を守るための体制を継続できるよ

う、第４期の指定管理に向けて協議を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 

子育て支援につきましては、安心して子どもを産み育てる環境づ

くりを進めるため、「第３期羅臼町子ども・子育て支援事業計画」に

基づき、母子保健や子育ての身近な相談支援、経済的支援、保育体制

等の充実を図ってまいります。 

また、子育てにかかる経済的な負担軽減を図るため「５０万円の出

産祝金の支給」、「紙おむつ廃棄のためのごみ袋の支給」、「高校生まで

の医療費の無償化」など、安心して子育てができるよう、引き続き、

子育て支援の充実に取り組んでまいります。 

更には、現在、羅臼幼稚園となっている施設の有効活用として「子

ども発達支援センター」、「子育て支援センター」、「放課後児童クラ

ブ」を一つの施設にまとめた子育て支援の拠点施設とするため、円滑

に移行できるよう本年度より準備を進めてまいります。 

 

児童虐待防止の推進につきましては、未来を担う児童の健やかな
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成長を推進するため、児童福祉関連資格や研修を受けた職員を配置

して、専門性を高めるとともに、引き続き、児童相談所をはじめとす

る関係機関と連携し児童虐待の未然防止に努めてまいります。 

 

「こども家庭センター」は、２０２２年の児童福祉法改正に基づき、

２０２４年４月から全国の市区町村で設置が努力義務化されました。 

これを踏まえ、当町においても、「こども家庭センター」を設置致

します。従来の母子保健機能と児童福祉及び虐待対応を担う機能を

一体化させ、妊娠期から出産、子育ての各段階におけるあらゆる相談

にワンストップで対応し、個別の状況に応じた「サポートプラン」を

作成・実行することで、家庭の孤立を防ぎ、子どもの権利を擁護する

相談支援体制を構築して、運営を行ってまいります。 

 

障がい者福祉につきましては、障がい者計画の基本理念である「障

がいのある人もない人も共にいきいきと輝き、安心して暮らせるま

ちづくり」の実現を目指し、障がい者福祉サービスの充実を図るとと

もに、関係機関と連携して福祉就労の確保・拡大、地域活動など社会

参加のための基盤づくりに取り組み、自立したライフステージを送
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られるよう障がい者の相談支援体制の充実を図ってまいります。 

 

ただいま述べましたとおり、医療・保健・福祉・介護の地域福祉向

上に資する各事業を推し進めながら、「一人ひとりが心穏やかに過ご

せるまち」の実現に向けて取り組んでまいります。 
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（３）人と自然が共生し、安全安心に暮らせるまちを目指します 

      

      

 

次に、「人と自然が共生し、安全安心に暮らせるまち」についてで

あります。 

 

昨年度は、世界自然遺産登録２０周年の節目の年であり、環境省、

林野庁、北海道、斜里町と連携した記念事業やアウトドア事業者と連

携した事業を開催し、知床の自然環境保全と利用マナーなどを知る

機会を提供することや世界自然遺産のＰＲを進めてまいりました。 

今後も記念事業の実施を契機とし、一層の連携が図られておりま

す知床財団や斜里町、アウトドアブランドとの連携により、知床の自

然環境維持への取り組みを官民一体で進めてまいります。 
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昨年は、全国的にクマによる人身被害が過去最悪のペースで発生

し、住民の生命・安全を脅かす異常事態となっている中、当知床地域

においても、８月１４日に羅臼岳登山者がヒグマに襲われ亡くなら

れており、この事は地元自治体として重く受け止めている所であり、

この度のクマ被害を踏まえて政府の関係閣僚会議で決定されたクマ

被害対策パッケージを有効活用し、安全・安心の確保に努めてまいり

ますので、町民の皆様におかれましても、クマを近寄らせないための

対策を講じるなど、ご協力をお願い致します。 

 

当町のゼロ・カーボンの推進につきましては、地熱を活用したバイ

ナリー発電と熱水利用を軸とした羅臼町ゼロカーボンシティを進め

ており、令和８年度は、パートナー事業者との連携により、バイナリ

ー発電設備導入に係る具体的調査と市街地区への温泉や熱資源の供

給を更に強化していくための取り組みの推進、また温泉や熱資源の

有効活用に向けた検討などを進めていきます。 

 

地域公共交通につきましては、昨年度「羅臼町地域公共交通計画」

を策定致しましたので、計画に則り各事業を進めてまいります。 
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コミュニティワゴンによる実証社会実験については利用者が増加

してきましたので、民間事業者による運行を目指しながら新たな取

り組みを進めてまいります。 

 

水道水につきましては、今後の事業運営の方向性や具体的な取り

組みなどを示す中長期計画となります「羅臼町水道ビジョン」に基づ

き、老朽化した施設の更新など、必要とされる事業を展開し、安全・

安心な水道水の供給に努めてまいります。 

 

防災につきましては、昨年政府の地震調査委員会が、３０年以内の

根室沖でのＭ７．８～８．５程度の「日本海溝・千島海溝地震」発生

確率が９０％に引上げられました。 

昨年７月には当町においても津波警報が発令されるなど、災害対

応の強化が必要であります。 

その対策の一つとして、避難所の迅速な対応を図るため、備蓄品の

更新と適切な管理、そして、町内会や施設管理者との連携を強化しま

す。 

令和８年度は、防災訓練の見直しをし、津波を想定した関係機関と
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の実動訓練や町民の防災意識の高揚を目的とした防災セミナーを実

施するなど、防災・減災対策の取り組みを進めてまいります。 

災害は、いつ起こるかわかりません。いざと言う時のために日頃か

らの心構えと備えをして頂くように、町民には継続して働きかけて

まいります。 
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（４）豊かな心を育み、明日へとはばたくまちを目指します 

      

   

   

 

次に、「豊かな心を育み、明日へとはばたくまち」についてであり

ます。 

 

羅臼町立幼稚園と羅臼町立小学校をそれぞれ統合し、本年４月、新

たに「羅臼町立知床未来幼稚園」と「羅臼町立知床未来小学校」を開

設することとなりました。 

令和９年度には幼稚園を併設した「施設一体型幼小連携校」として

再編し、これまで以上に校種間連携の充実を図るとともに、子ども達

の成長につながる学校づくりを教育委員会とともに推進してまいり

ます。 
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羅臼高等学校につきましては、令和９年度からの全国公募に向け

た受入環境の整備やＰＲ活動を進めるとともに、高校やＰＴＡの皆

様が考えた「生徒や保護者から選ばれる魅力ある高校づくりの取り

組み」など、引き続き、全国公募と魅力ある高校支援に取り組んでま

いります。 

 

社会教育につきましては、「第９次羅臼町社会教育中期計画」を引

き続き推進し、各種事業を展開するとともに、継続実施に向けて関係

団体と連携を図りながら、まちづくりへの参画意欲向上に努めてま

ります。 
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（５）持続的な行財政運営ができるまちを目指します 

      

   

   

 

 最後に、「持続的な行財政運営ができるまち」についてであります。 

 

近年、デジタル技術が急速に進化し、国内でも大きな課題となって

いる人手不足の解消としてＡＩの活用や迅速な情報収集と情報発信

など、デジタル社会に対応した行政運営が求められております。 

当町においても令和７年度から外部企業の支援を受けながら、現

在、策定中の「羅臼町ＤＸ推進計画」を基に、まずは行政部門におい

て窓口ＤＸや電子決裁の試験導入を行うなど、業務や行政手続きの

簡素化を図ります。 

今後も、外部人材を登用し、防災、医療・救急、産業分野等でのＤ

Ｘの活用を推進し、持続可能な行政運営を進めてまいります。 
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歳入の確保につきましては、基幹産業である漁業の不漁により、収

入が不安定な状況であるとともに、物価高騰の影響により生活への

負担が大きく、税収入の確保が厳しい状況です。納期内完納の啓発な

ど、納税意識の向上を図り、税収確保に努めるともに、滞納者につい

ては、釧路・根室広域地方税滞納整理機構や北海道とも連携しながら、

税法に則った適正な処分を進めてまいります。 

また、町有財産の適正管理に努めるとともに、未利用財産の売却を

進めるなど、財源の確保にも努めてまいります。 

 

歳出の適正化につきましては、将来世代への負担に十分配慮しつ

つ、歳出の在り方を継続的に検証し、事業の選択と集中を一層徹底し

てまいります。 

そのため、既存事業の必要性や効果を精査し、時代や社会情勢の変

化に即した見直しを進めるとともに、限られた財源を有効に活用し

た健全な行財政運営に取り組んでまいります。 

併せて、公共施設の長寿命化や維持管理の見直しを進めることに

より、中長期的な財政負担の軽減と歳出全体の適正化を図り、持続可
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能な財政基盤の確立に取り組んでまいります。 

 

特別会計につきましても一般会計との役割分担や財政状況を的確

に見極め、収支構造の改善や事業運営の効率化を一層進めてまいり

ます。 

そのうえで、受益と負担の適正化を進め、将来世代への過度な負担

を残すことのないよう、計画的かつ安定的な特別会計運営に努めて

まいります。 



27 

 

４．おわりに 

 

以上、令和８年度の町政を執行するに当たっての所信の一端を述

べさせて頂きました。 

 

社会環境が激しく変化し社会全体が大きな変革期を迎えておりま

すが、このような時代だからこそ一歩先の未来を見据え、ありとあら

ゆる可能性を模索し、町民の皆様が期待や希望を持つことができる

「確かな未来へ」と繋がる１年とします。 

「暮らしの安全と安心」、「教育の充実」、「産業の持続と成長」、「自

然再興」に向けて町が抱える課題に正面から向き合い、行政だけでは

解決できない課題を多様なパートナーとの協働により解決していか

なければなりません。 

そのため、未来を見据え推進してきたＳＤＧｓステートメントや

ＥＳＤの実践、ゼロカーボンシティ宣言などを統合的にまとめ、次代

のまちづくりの基盤構築と知床・らうす未来想像図の実現を目指す

べく「羅臼町ネイチャーポジティブ宣言」をさせていただきます。 

羅臼町の明るい未来に向かって全身全霊を捧げて取り組んでまい
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りますので、町民の皆様並びに議員各位の格別なるご理解とご協力

をお願い申し上げ令和８年度の行政執行方針とさせて頂きます。 

 

引き続き、本日宣言させていただきます「羅臼町ネイチャーポジテ

ィブ宣言」について読み上げさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



羅臼町ネイチャーポジティブ宣言 

～世界自然遺産・国立公園の価値を未来へ継ぐまちとして～ 

 

羅臼町は、流氷の海から知床連山へと続く海・川・森のつながりの中で、自然とともに歩んできま
した。 

流氷がもたらす豊かな海、サケ・マスが遡上する川、そしてそれらを育む森は、町民の暮らしや産
業、文化、誇りの源として世代を超えて受け継がれています。 

本町は、知床国立公園を有し、世界自然遺産「知床」の一部を構成する自治体として、人と自然の
共存と、自然環境の保全・持続的利用に責任を持って向き合ってきました。 

また、羅臼町民憲章及び知床憲章の理念のもと、自然の恵みに感謝し、守り、活かし、次の世代へ
引き継ぐことを大切にしています。 

これまで本町は、知床羅臼 SDGs ステートメントの策定、ESD の実践、ゼロカーボンシティ宣言
など、未来世代と地球環境を見据えた取組を進めてきました。これらの積み重ねは、自然と共に生き
るまちを目指す羅臼町の揺るぎない基盤となっています。 

近年、世界では、2030 年に向けた国際目標として、生物多様性の損失を止め、回復へと反転させ
る「ネイチャーポジティブ」の考え方が示されています。日本においても、生物多様性国家戦略のも
と、地域からの取組が重要とされています。 

しかし、気候変動の進行や生物多様性の損失などにより、流氷の減少や海洋環境の変化に加え、夏
季の気象の変動や水揚げ魚種の変化など、自然を取り巻く環境は大きな転換期を迎えています。 

私たちは、流氷がもたらす豊かな海と、海・川・森のつながりに支えられた豊かな自然環境を未来
へ確かにつなぐため、従来の「守る」取組にとどまらず、自然を回復させ、より豊かにしていく取組
へと歩みを進める必要があります。 

羅臼町は、羅臼町民憲章及び知床憲章の理念を踏まえ、ネイチャーポジティブの考え方を町の未来
につなぐ指針として位置づけ、ここに宣言します。 
 

【基本理念】 

1．世界自然遺産の価値と生物多様性の継承 
知床の海・川・森が育む生態系の健全性を守り、回復させ、その価値を次の世代へ確実に引き継ぎ
ます。 

2．自然と産業・暮らしの好循環による地方創生 
漁業や観光をはじめとする産業の持続可能性を高め、働く場と暮らしを支えることで、自然の恵み
を地域の力とした地方創生を進めます。また、地域の基盤である自然への再投資を進めます。 

3．持続可能なまちづくり 
気候変動は知床世界自然遺産への大きな脅威との認識の基、ゼロカーボンシティの実現を目指しま
す。また、資源を大切にするとともに、資源循環の取組を進めます。 

4．学びと共創による未来世代の育成と世界に向けた発信 
SDGs の理念を共有し、ESD を通じた学びと実践を様々な関係者と共に広げることにより、未来
世代を育成します。また、訪れる人々への情報発信等により、羅臼町の取組を世界へ発信します。 

 

令和８年３月４日 

羅臼町長　湊　屋　　稔　





 


